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平成17年度広域連合分担率について（案） 

 

1 提案趣旨 17年度委託金（塩尻市・中津川市）を協議するに当たり、基礎と 

 なるべき広域連合組織内町村の分担率を確定するため。 

 

2 方針 17年度広域連合分担率は、16年度同様とし、18年度以降の分担 

 率は 17年度中に見直しを図る。 

 

3 分担率の根拠 

 木曽広域連合規約第19条第2項（経費の支弁方法）に規定する別 

 表（別紙1） 

 

4 経過 17年度より連合を組織する町村数の変更が予想され、分担率につ 

 いて組織町村との協議の必要が生じていたため、次により会議を開 

 催した。 

平成 16年 6月 21日 連合分担金調整会議 

（楢川村・塩尻市、山口村・中津川市、木曽町合併協、木曽南部合併協） 

 

 

 しかし、7月5日に木曽町合併協議会があり木曽町合併協の解散 

 （来年度の組織町村の未確定）が確定したため、次の会議に協議事 

 項として付議した。 

平成 16年 7月 7日 町村助役会議（11町村） 

（組織町村が未確定であること及び予算編成期までの時間的制約によ

り、17年度分担金については、現行分担率での算出も止むを得な

いのでないか。） 

 

 

 7 月 31日に正式に木曽町合併協が解散したため、次の会議に助役 

 会の内容を報告すると共に、再度確認の意味で協議事項として付議 

 した。 

平成 16年 8月 3日 連合幹事会（11町村） 

（助役会の結果を確認、承認） 

 

5 楢川村、山口村との事務調整方針（案） 

 楢川村・山口村の委託金(仮称)は、組織内町村の分担率（今回の決 

 定）を基本として、調整を行なう。 

 



木曽広域連合規約、別表（第4条、第19条関係)
  （分担率によって分類してあります）

：組織町村

（金額単位：千円）

16年度当初予算 塩尻 　木曽南部（仮称) 中津川
町村
分担金額

町村
負担金額

楢川 木祖 日義 福島 開田 三岳 王滝 上松 大桑 南木曽 山口 　　　　　　　負担割合

合計金額 2,096,323 478,654 230,515 230,043 199,414 532,080 156,342 151,711 120,185 333,927 535,875 251,503 284,372 84,885

 平均割 30％、人口割 70％ 584,652 108,154 63,775 63,941 53,284 196,971 44,507 43,571 35,028 71,586 96,704 45,061 51,643 23,439

1　ふるさと市町村圏計画の策定・事業実施

2　ふるさと市町村圏計画の事業実施

3　広域的な課題の調査研究

4　景観基本構想の推進 136,000 11,881 11,829 9,806 22,140 8,228 8,232 6,430 18,107 31,031 14,480 16,551 8,316

6　公平委員会

7　情報公開・個人情報保護審査会の設置運営

18　広域的な幹線道路網の整備の促進・連絡調整

25　スポーツ振興基金  全体事業費  平均割 30％、人口割 70％

8　養護老人ホ－ムの設置及び管理運営 38,520 3,365 3,350 2,777 6,271 2,330 2,332 1,822 5,129 8,789 4,101 4,688 2,355

9　特別養護老人ホ－ムの設置及び管理運営 84,545 7,386 7,354 6,096 13,763 5,115 5,117 3,997 11,256 19,292 9,002 10,290 5,169

17　広域観光振興計画の策定・推進 15,867 1,386 1,380 1,144 2,583 960 961 751 2,112 3,620 1,689 1,931 970

22　埋蔵文化財の委託調査 10,000 874 870 721 1,628 605 605 473 1,331 2,282 1,065 1,217 611

24　森林整備協定の推進 1,038 91 90 75 169 63 63 49 138 237 111 126 63

基金積立金 4,746 311 310 247 1,032 490 163 262 594 1,129 590 539 208

　5　公共サインの設置・管理 1,000 87 87 72 163 61 61 47 133 228 106 122 61  管理費　　

　10　介護保険 7,311 639 636 527 1,190 442 443 346 973 1,668 778 890 447  その他事務経費

83,307 7,105 7,612 5,609 14,732 4,659 4,742 3,686 11,572 18,651 8,507 10,144 4,939

　23　地域情報ネットワークシステムの設置・管理 8,219 300 803 803 804 803 803 803 804 1,996 998 998 300  管理費　　

　13(1) ごみ処理施設の管理運営（北部クリ－ンセンタ－） 236,153 24,861 24,743 20,332 119,462 16,888 16,897 12,970  新規建設事業経費

リサイクル事業委託料 19,101 2,500 1,900 2,600 7,500 1,780 1,067 1,754

　14　循環型地域づくりの推進 15,160 1,412 1,406 1,169 2,614 984 985 774 2,141 3,675 1,716 1,959  全体事業費

　15　し尿処理施設の設置・管理運営 31,839 1,577 1,571 1,306 2,920 1,099 1,100 864 17,296 4,106 1,918 2,188  建設元利償還経費

　12　葬斎センタ－の設置・管理運営  建設元利償還経費

　13(3) ごみ処理施設の管理運営（統合ごみ処理施設）  計画調査費

　16　公共下水道汚泥集約処理施設の設置・管理運営  計画調査費

 各種負担割合 1,511,671 370,500 166,740 166,102 146,130 335,109 111,835 108,140 85,157 262,341 439,171 206,442 232,729 61,446

　5　公共サインの設置・管理 38,507 3,354 1,795 2,374 5,598 3,050 4,120 5,465 3,341 7,077 1,502 5,575 2,333  施設整備費  事業費割 100％

町村サイン整備事業 4,000 1,000 1,000 500 500 1,000 1,000

19　消防（ただし、消防団、消防水利施設・防災計画を除く） 614,596 55,880 56,570 40,246 97,626 35,038 33,396 30,798 81,973 154,359 72,455 81,904 28,710 全体事業費  前年度地方交付税の消防費の基準財政需要額割 100％

26　知事の権限に属する事務中、広域連合が処理する事務 （※1）　　　　同上

　23　地域情報ネットワークシステムの設置・管理 50,289 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 4,572 9,144 4,572 4,572 4,569  施設整備費  事業費割 100％

　10　介護保険 351,500 29,377 29,255 23,836 52,912 19,251 19,842 6,518 57,743 90,223 41,522 48,701 22,543  保険給付費  当該町村実績額の12.5%

11　休日及び夜間の一次救急医療 23,000 1,813 2,982 2,129 4,614 1,335 1,637 1,399 3,475 3,184 2,128 1,056 432  全体事業費  平均割 10％、人口割 20％、救急搬送割 70％

20　奨学資金の貸付 10,000 721 849 700 1,925 461 447 326 1,545 2,516 1,135 1,381 510  人口割 50％、 小中学校の児童生徒数割 50％

21　木曽文化公園の設置・管理運営 63,500 4,744 5,024 8,668 15,429 3,293 3,483 2,622 7,371 10,517 5,354 5,163 2,349 （※1）均等割30％、距離人口割55%、経済効果割15%

　13(1) ごみ処理施設の管理運営（北部クリ－ンセンタ－） 302,000 43,616 41,611 38,604 94,712 29,708 29,212 24,537  管理運営費  平均割 30％、人口割 35％、排出割 35％

　13(2) ごみ処理施設の管理運営（南部クリ－ンセンタ－） 35,386 12,582 22,804 10,801 12,003  施設整備費  平均割 45％、人口割 55％

112,000 43,348 68,652 32,115 36,537  管理運営費  平均割 10％、人口割 20％、利用割 70％

処理委託経費 15,000 5,806 9,194 4,301 4,893

　12　葬斎センタ－の設置・管理運営 20,000 1,805 1,823 1,466 3,608 1,218 1,241 860 3,082 4,897 2,357 2,540  平均割 20％、人口割 70％、利用割 10％

　15　し尿処理施設の設置・管理運営 195,000 15,798 17,185 13,630 34,058 12,909 10,190 7,560 34,239 49,431 24,698 24,733  平均割 10％、人口割 20％、 投入実績割 70％

　16　公共下水道汚泥集約処理施設の設置・管理運営 8,079 832 832 1,084 2,546 1,123 1,662 669 993  施設整備費  平均割 30％、処理能力割 70％

39,314 4,228 3,604 8,821 16,509 1,641 4,511 1,833 2,678  管理運営費 （※1）均等割10%、処理能力割20%、投入実績割70%

　13(3) ごみ処理施設の管理運営（統合ごみ処理施設） 0  施設整備費 （※1）

（※1）　広域連合の議会の議決を経て広域連合長が別に定める。

（※2）　建設元利償還経費とは、「建設に要した地方債の元利償還に要する経費」のことをいう。

処　理　事　務　（「‥‥に関する事務」を省略)
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